
四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２５日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第２２号 

   四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める

条例施行規則の一部を改正する規則 

 四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

施行規則（平成３０年四日市市規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（給食費） （給食費） 

第１０条 市立幼稚園、市立保育所、市立

認定こども園における、法第１９条第１

項第１号及び第２号に掲げる児童（３歳

児クラス以上の児童に限る。）に関する

給食の提供に要する費用については、別

表第２のとおりとする。 

第１０条 市立保育所、市立こども園にお

ける、法第１９条第１項第１号及び第２

号に掲げる児童（３歳児クラス以上の児

童に限る。）に関する給食の提供に要す

る費用については、別表第２のとおりと

する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（事務の委任） （事務の委任） 

第１６条 市長は、その権限に属する次

に掲げる事務を保育料（児童福祉法（昭

和２２年法第１６４号）第５６条第５項

から第７項まで又は法附則第６条第６

項の規定により徴収する費用をいう。）

の徴収事務に従事する職員に委任する

ことができる。 

第１６条 市長は、その権限に属する次

に掲げる事務を保育料（児童福祉法（昭

和２２年法第１６４号）第５６条第６項

から第８項までの規定により徴収する

費用をいう。）の徴収事務に従事する職

員に委任することができる。 

(1) 児童福祉法第５６条第５項から第

７項まで又は法附則第６条第６項の

(1) 児童福祉法第５６条第６項から第

８項までの規定による滞納処分（以下



規定による滞納処分（以下「滞納処分」

という。）のための滞納者の財産に係

る質問又は検査に関すること。 

「滞納処分」という。）のための滞納

者の財産に係る質問又は検査に関す

ること。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

改正後 

別表第２（第１０条関係） 

単位：円 

区分 金額 

月額 

（児童１人

につき） 

１食につき 

市立幼稚園に入園する児童 ― １９７ 

市立幼稚園以外に

入所する児童 

主食費 （略） ― 

副食費 市立認定こども園に入園

する法第１９条第１項第

１号に掲げる児童 

（略） ― 

その他の児童 （略） ― 

  

 

改正前 

別表第２（第１０条関係） 

単位：円 

区分  月額（児童１人につき）  

主食費  （略）  

副食費  

市立こども園に入所する

法第１９条第１項第１号

に掲げる児童  

（略）  

その他の児童  （略）  

  



改正後 

別表第３（第１１条関係） 

減免の事由  適用要件  減免する額  添付書類  減免期間  

１から４まで （略）  
 

５ 四日市市児

童発達支援セ

ンター（あけ

ぼの学園）等

に入所児童が

通園している

とき  

四日市市特別

支援保育に関

する要綱第５

条に基づく、処

遇の決定がさ

れた場合（給食

費は、市立保育

所及び市立認

定こども園に

限る。）  

入所児童の保育

所通所日数が週

４日の場合  

利用者負担額及

び給食費の１０

０分の３０  

（略）  

６ 入所児童が

１カ月の間に

全日を欠席し

たとき  

市立保育所及

び市立認定こ

ども園に限る。 

（略）  

７ 入所児童が

１カ月の間に

１０日間以上

連続して欠席

したとき  

市立保育所及

び市立認定こ

ども園に限る。 

（略）  

８ 児童の入所

日が１６日以

降又は退所日

が１５日以前

のとき  

市立保育所及

び市立認定こ

ども園に限る。 

（略）  

９ （略）  

備考 （略） 

 



改正前 

別表第３（第１１条関係） 

減免の事由  適用要件  減免する額  添付書類  減免期間  

１から４まで （略）  
 

５ 四日市市児

童発達支援セ

ンター（あけ

ぼの学園）等

に入所児童が

通園している

とき  

四日市市特別

支援保育に関

する要綱第５

条に基づく、処

遇の決定がさ

れた場合（給食

費は、市立保育

園、市立こども

園に限る）  

入所児童の保育

所通所日数が週

２日又は３日の

場合  

利用者負担額及

び給食費の１０

０分の５０  

入所児童の保育

所通所日数が週

４日の場合  

利用者負担額及

び給食費の１０

０分の３０  

（略）  

６ 入所児童が

１カ月の間に

全日を欠席し

たとき  

市立保育所、市

立こども園に

限る  

（略）  

７ 入所児童が

１カ月の間に

１０日間以上

連続して欠席

したとき  

市立保育所、市

立こども園に

限る  

（略）  

８ 児童の入所

日が１６日以

降又は退所日

が１５日以前

のとき  

市立保育所、市

立こども園に

限る  

（略）  



９ （略）  
 

備考 （略） 

 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（こども未来部保育幼稚園課） 

 


